
特定教育・保育施設の利用定員の変更について 

（和光保育園） 

 

下記のとおり、利用定員変更の届出がありましたので、子ども・子育て支援法第 31 条第２

項の規定により、富津市子ども・子育て会議に意見を伺うものです。 

 

届 出 日 令和７年 12月 17日 

届出法人 社会福祉法人 わこう村 

施設名称 和光保育園 

所 在 地 富津市小久保２２０９ 

設 置 者 社会福祉法人 わこう村 

変 更 日 令和８年４月１日 

変更内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更理由 

 富津市の人口減少に伴う入所希望者数減少に合わせ、必要数を調整する。 

令和８年２月２日開催 第５回子ども・子育て会議 資料３ 
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